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  本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせて頂いた方、ＦＡＸ番号、メールア

ドレスを教え頂いた会社さんへお送りしてお

ります。不要の方はお手数ですがメール、Ｆ

ＡＸ、電話等でその旨をご連絡下さいますよ

うお願い申し上げます。 

   
 

就業規則定期点検の勧め 

法律や社会の価値観が変化すると、会社に求

められる就業規則もそれに合わせて変化させる

ことが求められます。少なくとも年に一回は就

業規則を点検し、必要な修正を加えることをお

勧めします。 
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通勤手当

法律で義務化されている訳ではありませんが、

通勤手当を支給している会社はあります。今回

は、通勤手当にまつわる話題を紹介します。 

 法的な関わり・ 

通勤手当に直接的に係わる法律は所得税法ぐら

いです。電車やバスなどの公共交通機関での通勤

では通勤手当が月に１5 万円以下であれば非課税

になります。マイカー通勤では距離によって非課

税枠が変わってきますが、詳細は省略します。 

民法では通勤に係る費用は社員負担とされてい

ます。民法第４８４条、第４８５条が根拠とされ

ています。ここでは条文は省きますが、労働を提

供する場所は会社、それに係る費用は労働を提供

する者が負担すると規定されています。通勤に必

要な衣服や靴は社員持ちが一般的ですが、通勤費

もそれと同じ理屈で社員負担とするのが民法の原

則です。 

 通勤手当支給の規定・ 

通勤手当の支給は任意の契約です。任意の契約

とはいっても、支給を就業規則等で規定すると労

働基準法上の賃金と見做され同法やその他の法の

規制を受けることになります。 

通勤手当の規程をいい加減にしていると、思わ

ぬトラブルになることがあります。規程を作成す

るときは次の点に考慮します。 

（１）対象者の特定：徒歩圏内は対象外とした

り、正社員とパート社員で支給基準を変えたりす

ることがあります。例えば正社員には定期券代、

パート社員には回数券代とします。ただし、正社

員とパート社員の間で不合理な差を設けることは

禁止されています。 

（２）手当の上限：実費の全額支給としておく

と、通勤手当が高額になることがあります。非課

税枠内や経営方針に基づいて上限を設けることで

不本意な出費を抑えることができます。 

（３）通勤経路・方法：経済的かつ合理的な通

勤経路・方法に制限することは必須です。新幹線

通勤やグリーン車通勤を認めるか否かを含めて規

定しておきます。 

（４）中途退職者、欠勤者の手当清算方法：６

ヶ月定期代を支給しているケースでは、支給した

直後に退職されると、退職後の定期代が無駄にな

ります。長期欠勤者も同様です。このようなケー

スの清算方法を規定しておかないと、無駄な通勤

手当の返還を求めることが困難になります。 

（５）マイカー通勤：マイカー通勤に対しての

通勤手当には種々の規定が必要です。①直線距離

か道のりか、②燃料単価の設定基準は、③燃費は

平均か車種ごとか、は最小限決めておきます。 

通勤手当から話が逸れますがマイカーを業務に

も使うとなると自動車保険料や車使用料、駐車場

代の会社負担や、なによりも事故時の費用負担等

を含めて決めておくことが必須になります。 

 通勤手当と交通費・ 

交通費とは出張や業務での移動で掛かる交通費

です。通勤手当も交通費のどちらも交通機関を利

用するときに発生する費用ですが、性質は異なり

ます。通勤手当は賃金で、社会保険や雇用保険、

労災保険では保険料算定の基礎に組み入れられま

す。非課税枠はありますが、所得税の課税対象で

す。一方、交通費は費用弁済なので保険料算定や

所得税に無縁です。 

・まとめ・  

通勤手当を支給することがトラブルの芽になっ

てはなりません。そのためには、合理的な通勤手

当規程を制定することが必要です。
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